
内外からの意見・要望等に係る対応状況（分野別）  

  分    野     名  要 望 事 項 数 

措置済・措置予定 検  討   中 措 置 困 難 そ  の  他 

Ｉ Ｔ 関 係 １ ９ １  ８ ８  ４ ４  ２ ９  ３ ０  

環 境 関 係 ８ ９  １ ６  ２ ８  ２ ４  ２ １  

競 争 政 策 等 関 係 ６４  ２ ４  １ ７  １ ２  １ １  

基 準 認 証 関 係 １ ４ ５  ２ ７  ２ ４  ５ ０  ４ ４  

資 格 制 度 関 係 ３８  ５  ５  １ ９  ９  

法 務 関 係 ８０  １ ８  ３ ３  １ １  １ ８  

金 融 関 係 ２ ５ ３  ６ ５  ６ ２  ９ ４  ３ ２  

教 育 ･ 研 究 関 係 ４ ８  ２ ３  １ １  ５  ９  

医 療 関 係 ６ ３  ２ １  １ ６  １ ６  １ ０  

福 祉 等 関 係 ６ ７  ２ ５  １ ０  ２ １  １ １  

雇 用 ･ 労 働 関 係 ８ ８  ２ ６  ２ ９  １ ８  １ ５  

農 林 水 産 業 関 係 ２ ９  １ １  ２  １ １  ５  

流 通 関 係 ６ ２  ９  １ ９  ２ １  １ ３  

エ ネ ル ギ ー 関 係 ６ ８  １ ８  ２ ４  １ ４  １ ２  

住宅･土地､公共工事関係 １ ０ ８  ３ ２  １ ６  ３ ８  ２ ２  

運 輸 関 係 ７ ７  １ ８  ２ ６  １ ８  １ ５  

危 険 物 ･ 保 安 関 係 １ ６ ８  ３ ０  ２ ４  ６ ４  ５ ０  

そ の 他 ５ ０  １ ２  ９  １ ７  １ ２  

合       計 

( 構 成 比 ) 

１ ， ６ ８ ８  

（ 100.0）  

４ ６ ８  

( 2 7 . 7 )  

３ ９ ９

( 2 3 . 6 )  

４ ８ ２

( 2 8 . 6 )  

３ ３ ９  

(20.1) 

(注 )１  各 府 省 庁等 か ら 提 出 さ れ た 資 料 に 基 づ き 、 内 閣 府 に お い て 取 り ま と め た も

の で あ る 。  

２  対 応 状 況 の 各 区 分 の 事 項 数 は 、 延 べ 数 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



内外からの意見・要望等に係る対応状況（府省庁等別）  

   府  省  庁 等  名  意 見 ・ 要 望

事 項 数  措置済・措置決定 検 討 中  措 置 困 難  そ の 他  

司法制度改革推進本部  １ ６  １  １ ４  ０  １  

内  閣  府 ２  ０  ０  ０  ２  

警  察  庁 １ ６  ２  ６  ８  ０  

金  融  庁 １ ８ ８  ５ ４  ４ ５  ７ ２  １ ７  

総  務  省 ２ ６ ６  ９ １  ５ ０  ６ ２  ６ ３  

公正取引委員会 ５ ９  ２ ５  １ ５  １ ２  ７  

法  務  省 １ ０ ２  ２ ８  ２ ９  ２ ７  １ ８  

財  務  省 ６ ９  ９  １ ７  １ ６  ２ ７  

文 部 科 学 省 ５ １  ２ ３  １ １  ７  １ ０  

厚 生 労 働 省 ３ ３ ４  ８ ７  ８ ３  ９ ２  ７ ２  

農 林 水 産 省 ７ ２  １ ９  １ ２  ３ ２  ９  

経 済 産 業 省 ２ ３ ０  ５ ２  ４ ８  ７ ９  ５ １  

国 土 交 通 省 ２ ２ ６  ６ ７  ５ １  ５ ９  ４ ９  

環  境  省 ５ ７  １ ０  １ ８  １ ６  １ ３  

合    計 １ ， ６ ８ ８  ４ ６ ８  ３ ９ ９  ４ ８ ２  ３ ３ ９  

 (注 )１  各 府 省 庁 等 か ら 提 出 さ れ た 資 料 に 基 づ き 、 内 閣 府 に お い て 取 り ま と め た  

も の で あ る 。  

   ２  対 応 状 況 の 各 区 分 の 事 項 数 は 、 延 べ 数 で あ る 。  

 

 

 

対 応 状 況 の 区 分  

区    分  内          容  

措 置 済 ・ 措 置

予 定  

①  平 成 14 年 ３ 月 ま で に 措 置 を 講 じ た も の 。  

②  平 成 14 年 ４ 月 以 降 、 具 体 的 な 措 置 を 講 じ る 予 定 の も の 。  

検  討  中 ①「具体的措置を検討中」（ 何 ら か の 措 置 を 講 じ る こ と は 決 定

し て い る が 、 講 じ る べ き 措 置 の 具 体 的 内 容 等 （ 措 置 事 項 、 方

法 、 時 期 期 な ど ） の 検 討 を 行 う 、 あ る い は 行 っ て い る ） の も

の 。  

②「措置の要否を含めて検討中」（ 措 置 を 行 う か ど う か も 含 め

て 検 討 を 行 う 、 あ る い は 行 っ て い る ） も の 。  

措 置 困 難 措 置 が 困 難 で あ る こ と に 相 当 の 理 由 が あ る も の 。  

そ の 他  各 省 庁 に お い て 既 に 改 善 措 置 済 み あ る い は 当 該 意 見 に 係 る

規 制 そ の も の が 存 在 し な い な ど 当 該 意 見 ・ 要 望 が 事 実 誤 認 に 基

づ く も の で あ る も の 、 規 制 改 革 に 関 す る 意 見 ・ 要 望 で は な い も

の な ど 。  


